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10 月 20 日所得税法施行令の改正により、今年４月に遡及してマイカー通勤手当の非課税限 

度額が引き上げられました。平成 26 年 4 月 1 日以後に支払われるべき通勤手当が対象です。 

◆自動車や自転車を使用している人に支給する通勤手当◆ 

片道の通勤距離 

非課税限度額 

改 正 前 
改 正 後 

（平成 26 年 4 月 1 日以後適用） 

２㎞未満 全額課税 全額課税 

２㎞以上   １０㎞未満  ４，１００円  ４，２００円 

１０㎞以上   １５㎞未満  ６，５００円  ７，１００円 

１５㎞以上   ２５㎞未満 １１，３００円 １２，９００円 

２５㎞以上   ３５㎞未満 １６，１００円 １８，７００円 

３５㎞以上   ４５㎞未満 ２０，９００円 ２４，４００円 

４５㎞以上   ５５㎞未満 
２４，５００円 

２８，０００円 

５５㎞以上 ３１，６００円 

 
 既に支払い済みの通勤手当については、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は年  

末調整の際に次の手順で精算することになります。 

① 既に改正前の非課税規定で源泉徴収した通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに

非課税となった金額を計算。 

② 「平成２６年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」の「年末調整」欄の余白に「非課税となる

通勤手当」と表示して、①の計算根拠および改正により新たに非課税となった部分の金額を記入。 

③ 源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給額」の「計

①」欄の金額から②の新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入 

④ ①～③により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総

額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行う。 

※ 源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入。 

 

 

通 勤 手 当 の 非 課 税 限 度 額 の 引 上 げ 

年末調整での精算 

この最高裁判決から６日後、某有名エステサロンの従業員がマタハラを受けたり、残業代の未払いがあ

ったとして、東京、仙台両地裁に提訴しました。こちらのマタハラの訴えは、妊娠中にエステの施術をする

仕事から、負担の軽い受付業務に移ることを希望したが、会社側が拒否したというものです。 

妊娠・出産・育児中の社員への対応についての相談は弊社でも増加していますが、個々に事情が異な

るため、その対応には注意が必要で、とても難しいものです。今回の件はマスコミにも大きく取り上げられ

ており、マタハラや出産・育児と仕事との両立など、いま一度、考える機会となっています。 

会社や職場の周りの人たちは、必要な配慮・協力をし、妊娠中・育児中の方はその配慮や周りの人たち

のに感謝の気持ちを示す・・・お互いの気遣いでマタハラを巡るトラブルは回避できるようにも思います。 

最高裁判決を受けて、今後の動向も注目されますので、随時、エール・スピリッツでお知らせいたします。 

国税庁ＨＰ https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 
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◆過労死等防止対策推進法が成立！ 

平成２６年の通常国会で「過労死等防止対策推進法」が成立しました。今後、長時間労働対策の

強化は経営上も重要課題となっていくことが予想されます。 

◆過重労働解消キャンペーンの内容 

厚労省は、11 月に「過重労働解消キャンペーン」を実施、近年、長時間労働に伴う残業代の未

払いや従業員の健康問題が労使トラブルの主要な原因の 1 つとなっていますが、主に以下の取組み

が予定されています。長時間労働の削減と労使トラブルの減少が期待されます。 

（１）労使の主体的な取組みの促進  

キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、 

厚生労働大臣、副大臣、大臣政務官による協力要請を行う。 

（２）重点監督の実施  

若者の「使い捨て」が疑われる企業や長時間の過重な労働に 

よる過労死などに関して労災請求が行われた事業場などへ 

監督指導を行う。 

（３）電話相談の実施  

11 月 1 日に「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）を全国 

一斉に実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対応する。 

（４）企業における自主的な過重労働防止対策の推進  

企業の労務担当責任者などを対象に、全国８カ所で計 10 回 

「過重労働解消のためのセミナー」を実施する。 

◆過重労働と労災の関係 

 過重労働による健康障害が発生した際、「業務による明らかな 

過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患」は労災 

として認定されますが、その認定基準（要件）は「異常な出来事」 

「短期間の過重業務」「長期間の過重業務」の３点を基準に判断されます。 

 それぞれの詳細は下記の通りですが、過重労働解消キャンペーンでは、特に、長時間労働にスポ

ットが当てられているため、業務内容や特性によって、恒常的に労働時間が長くなる業種、企業様

については防止対策、リスクヘッジがこれまで以上に求められるものと考えます。 

  認 定 要 件  

１ 異常な出来事 

発症直前から漸次末までの間において、発生状態を時間的および場所的に明確にしうる異常な

出来事に遭遇したこと 

 ２ 短期間の過重業務（発症直前から１週間程度） 

  発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと 

厚労省が周知しているパンフレット 

11 月 厚労省が「過重労働解消キャンペーン」を実施！ 
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熊本労働基準

業務内容、作

務に就労した

超える時間外

関連性が徐々

にわたって、

症との関連性

月４５時間以

実施する。 

時間（１日平

時間外労働が

クが非常に高

意、対応が必要

るうつ病が原

本地裁は10月

した。判決は

な労働により男

て月に 100 時

準監督署は 10

作業環境等

たこと 

外労働が認

々に強まる

１か月当

性が強いと

以下とする

平均４時間）

がある場合に

高くなるため、

要です。 

因だった

月17日、

は「男性の

男性はう

時間を超

0 月上

に

、

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そんな顧問

顧問先企

エール一同

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問先企業様か

業様に便利に

同、顧問先企

 タイム

 頻繁に

 退職月

 入社時

 入院す

 退職す

 入社・

 労務管

 手続が

 従業員

 

からの声にお

に活用頂ける

企業様と従業

カードや手続

に保険料率が

月の社会保険

時に必要な書

する従業員が

する従業員か

退職で労務管

管理に関する

が漏れていな

員５０人になっ

 

包

「労

企

お応えしたいと

るようメンバー

員様が本業

続控えがたま

が変わってしま

険料控除のル

書類は？扶養

がいるけど、手

から、退職後の

管理上必要と

社内の引継ぎ

ないか不安だ。

ったら何をしな

括顧問契約を

労務応援キッ

企業様は担当者

6 

とメンバー発

ーで意見を出

に集中できる

っていくけど

まうので、再確

ルールがいつ

養の範囲は？

手続きは？ど

の手続きにつ

となりそうな書

ぎをサポート

。フローチャー

なければいけ

 

を頂いているお

ト」をご用意し

者までお声か

案で「エール

出し合い、企画

る環境づくりを

、どの位保管

確認したい！

もわからなくな

のくらい給付

ついて相談され

書類のチェック

トしてほしい！

ートがあるとい

けない？ 

お客様に“限定

しております。

かけください。

労務応援キッ

画から取り組ん

をしっかりサポ

管しておけばい

 
なる！ 

付が受けられる

れたが・・・ 
クリストと書式

 
いいのだが・

定１５０セット”

只今、受付

ット」を作成し

んで参りまし

ポートして参り

いいの？ 

る？ 

式がほしい 

・・ 

”労務書式ＣＤ

中ですので、

しました。 

した。 

ります！ 

 

 

Ｄ－Ｒ付 

ご希望の 



老

厚

日

想

して

挑

超

会

不

３

顧

 
 

 
 

高齢者が

んクラブ」の

士、行政書

社会保障面

こと、そこに

生活に寄与

高齢社会に

「からだ」「

活動して参

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「ボ

11/13（木

 

 

老後あんしん

厚生労働省の調

本は国際的に

想像できます。し

ています。社会

挑戦をしなければ

超高齢化時代を 

会員サービスを展

不安の少ない老

３つの健康に

エールは当

関するご案

顧問先企業様

自らの力で、豊

の設立者（評

書士と各種専

面、生きがいの

に暮らすひとり

与することを目

において、企業

おかね」の 3

参りますのでぜ

ボケ・寝たき

木）13：30-1

んクラブの設

調査によれば、2

にもトップクラスの

しかし、世の中は

会のシステム改

ばと思うに至り、

法律面、経済

展開してまいり

老後生活の向上

に３つの会員

当財団の設立

案内を希望され

様・関係企業

豊かで多様性

議員）として参

門家で構成さ

の創造面」を支

りひとりの豊か

目指しています

業経営者、従

つの健康をし

ぜひご参加頂

きりにならな

16：00 ﾜｰｸﾋ

設立への想い

2013 年の日本人

の長寿国であり

はまだなお、古

革が間に合わな

、「一般財団法

済面、社会保障

ります。以て安心

上に寄与すること

員サービス 

立者（評議員）

れる方は、社

業様に 財団

性ある老後をサ

参画しました。

されています。

支援する会員

かで不安の少

す。 

従業員様の「こ

しっかりサポー

きたく思います

ない させな

ﾋﾟｱ横浜 脳

い クラブ設立

人の平均寿命

り、このままの推

き時代のシステ

ないのであれば

人 老後あんし

障面、生きがいの

心できる超高齢

とを目指します

）として参画し

社会保険労務

設立記念セ

7 

サポートする

設立者は、医

老後あんしん

員サービスを展

少ない老後 

ころ」 

ートすべく 

す。 

ない 健康に

脳外科医 山本

立のご挨拶

は過去最高を更

推移でいけば、

テムにとらわれ

ば、自らの力を

しんクラブ」の設

の創造面から高

齢社会の発展に

。 

しています。上

務士法人エール

セミナーのご案

ため、この度

医師、弁護士

んクラブでは、

展開し、安心で

に老いるため

本勇夫（横浜

更新し、男性 8

多くの日本人が

れ、「超高齢化社

もって、豊かで

設立を決意いた

高齢者の方々を

に貢献するととも

上記セミナー

ル 鎌倉まで

案内 

、弊社は「一般

、税理士、社会

高齢者の方々

できる超高齢社

めの脳活性

浜市立脳血管

0.21 才、女性 8

が 100 才まで生

社会」への対応は

で多様性ある老後

しました。本財

を専門家集団が

もに、そこに暮

ーご参加、クラ

でお気軽にご連

般財団法人老

会保険労務士

々の「法律面

社会の発展に

性化セミナー

管医療センター

86.61 才。 

生きることも 

は遅々と 

後の道に 

団では、 

が支援する 

らすひとりひと

ラブの活動内

連絡下さい。

理

評

 

老後あんし

士、司法書

、経済面、

に貢献する

ー」 

ー病院長） 

りの真に豊かで

容や入会に

 

理事長 石渡宏道

評議員 鎌倉珠美

で

道

美 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先日、「ず

ある研究者

ら、考えてい

５０セントと

課題はどちら

Aグループ

Bグループ

（本当の正答

さて、Aと

結果は、A

正解という平

いう事実が判

どうですか？

この実験は

を半分だけシ

まかしは変わ

筆者による

派な人物だと

する分には、

うな気がしま

仕事の上で

るのかもしれ

はあまりしな

弊社加藤

問題で大

セミナー講

エールまで

ずる」という本

者が、「人はど

いくという内容

という報酬を与

らも同じ様に実

プ：解答を配布

プ：解答を配布

答数は解答用紙

Bのグループ

グループでは

平均値になりま

判明しました。

？ 予想通りで

は、さまざまに

シュレッダーし

わるのか？・・

ると、私たちの

と思いたい」⇔

ごまかしから

ますね。しかも

でも、真面目に

れません。絶対

ない、と思って

藤・土崎が建

大手ゼネコン

講師、各種勉

でお気軽にご

本を読みました

どんな時にどん

容です。実験は

与えるというも

実施しますが、

布し、正答数に

布し、自己申告

紙を自分でシュ

プで、平均の正

は、２０問中４

ました。そして

（かなり水増

でしたか？ 私

に条件を替えて

してみたり、と

・結果的には

の行動は相反す

⇔「ごまかしか

ら利益を得なが

も 1問につき１

に頑張って業務

対にごまかしを

て信用するとい

建設業社会保

ンにて講師 

勉強会、執筆の

ご相談ください

た。（なぜか家

んな条件が揃う

は「数字探し課

ものです。実験

最後に報酬を

に応じて報酬を

告で正答数を答

ュレッダーで破

正答数はどれく

問正解という

て、B グループ

増しして申告し

私は、Aと Bの

て行われるので

報酬が大きけ

どの条件でも

する２つの動機

から利益を得て

がらも自分をす

１０ドルの報酬

務をこなしてい

をおこせない環

いうのもありな

保険未加入

のご依頼は

い。 

8 

家にありました

うとごまかしを

課題」という課

験は２グループ

を受け取る方法

を渡す。作業用

答えさせ、しか

破棄することで

らい差が出る

う平均値になり

プのほとんどの

した少数派がい

の正答数にもっ

ですが、例えば

ければ人はもっ

ほぼ同じ、６

機づけによって

て、できるだけ

すばらしい人物

酬のとき、正答

いる日々の中で

環境を作るんだ

なのかもしれな

入

た。） 

をするのか」と

課題を一般の大

プに分けて行い

法だけ異なりま

用紙も回収する

かも作業用紙は

で誰にもわから

ると思いますか

りました。これ

の人がちょっと

いたわけではな

っと大きな開き

ば報酬を１問１

っとごまかすの

問（ちょっと

て駆り立てられ

け得をしたい」

物だと思い続け

答数はほんの少

で、ごまかしが

だ！というのも

ない、と思いま

今月のコ

増田が担

弊社髙橋

多くの方か

感謝申し上

ご提供でき

て参ります

今後共どう

申し上げま

 

社会保険労

ということにつ

大学生にやって

います。 

ます。 

る。 

は破棄します。

らなくなります

か？ それとも

れに対して B グ

とだけ（２問）

なかった様です

きができるので

ドル～１０ド

のか？ それと

の水増し）とい

れているのだそ

 だからほん

けることができ

少し少なくなっ

ができてしまう

もひとつの考え

ました。 

コラムは 

担当します  

が社会保険

から温かいお

げます。皆様

るよう、一層

。 

ぞよろしくお

す。 

務士 髙橋真

ついて様々な実

てもらい、正答

 

す。） 

も差は出ないと

グループでは、

水増しして申

す。） 

では？と思って

ドルにしてみた

ともみつかる確

いう結果にな

そうです。「自

んのちょっとだ

きる、と。何と

ったようです

うふとした瞬間

え方ですが、人

険労務士登

お言葉をいた

様により良い

層の努力を重

お願い 

真由美 

実験を行いなが

答 1問につき

と思いますか？

２０問中６問

申告していたと

ていました。

たり、解答用紙

確率によってご

ったようです。

自分を正直で立

だけごまかしを

となくわかるよ

（！！）  

間が誰にでもあ

人は大きなずる

録しました

だき心より

いサービスが

重ね、挑戦し

が

？

問

と

紙

ご

。

立

を

よ

あ

る


